
件    名

内    容

　１　投票用紙の不明が発生した投票所

　　　室積第５投票区投票所（大町会館）

　２　経過

　　　投票終了後、投票用紙の残余数を確認する際、実際の投票者数と投票用紙の残

　　余数が合わず、１枚不明となっていることが判明したもの。

　３　不明となった投票用紙

　　　第５１回衆議院議員総選挙小選挙区投票用紙　１枚

　４　当該投票の取り扱い

　　　当該投票用紙については、二重交付したものか紛失したものか現時点で判明し

　　ていませんが、すでに投函されていた場合には当該投票は特定できないことから、

　　正しく候補者名が記載されている場合は有効票として扱われます。

　５　選挙管理委員会山根成紀委員長コメント

　　　有権者の皆様には、投票事務へのご心配を抱かせる結果となり、大変申し訳

　　ありませんでした。心よりお詫び申し上げます。選挙事務従事職員に対しては、

　　改めて正確な手続きの周知徹底を行う等、再発防止と信頼回復に努めてまいり

　　ます。
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令和８年２月８日

第５１回衆議院議員総選挙における投票用紙の不明について

　令和８年２月８日執行の第５１回衆議院議員総選挙小選挙区選挙において、投票用
紙の使用枚数が投票者数より多かったことが判明したためお知らせいたします。
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